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ま え が き

岡山県教育センターでは，教育に関する専門的，技術的事項の調査研究，教育関係職員の研修，教

育相談，教育情報の収集・蓄積・発信等の諸事業を行っております。特に，調査研究におきましては，

国の教育改革の動向と本県の教育課題を踏まえ，幾つかの研究主題を設定し，共同研究・個人研究・

プロジェクト研究を行い，その成果の提供と普及に努めております。

平成14年度から，完全学校週５日制が実施されます。新学習指導要領には，新たな教育の方向性が

示され，その実現に向けて，各学校で新しい学校づくりの取り組みが推進されています。新教育課程

では，「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開し，児童生徒に豊かな人間性や自ら学び自ら考える

力などの「生きる力」を育成することが課題となっています。そのため，総則には好ましい人間関係

の育成，児童生徒理解，学級経営，生徒指導の充実の重要性が示されています。

不登校やいじめ問題，暴力行為，非行といった多くの問題が指摘され，社会問題化している今日，

生徒指導，教育相談が学校の中で機能することは児童生徒の願いでもあり，社会の願いでもあると思

います。

本県におきましても，昨年２月には，不登校問題調査研究委員会から不登校の児童生徒とその保護

者へのアンケート調査の結果と対応策をまとめた報告書が，続いて３月には問題行動調査研究委員会

から『青少年の問題行動等に関する調査研究』が出されたところです。思いやりやいたわりの心を育

てる「心の教育」を推進すること，また，学級において学級づくりなどを進め，教師と児童生徒，児

童生徒同士の人間関係づくりを進めることは，教育の基本的な姿勢として挙げられているところであ

ります。そのためには，学校における教育相談が授業はもちろんのこと，教育活動のあらゆる場面の

中に取り入れられ，積極的に機能する体制づくりや，そのための校内研修の充実も必要となってきま

す。

そこで，本研究では，小学校における相談体制の確立やそのための効果的な方策について，調査と

具体的な実践を通して明らかになったことを提言しております。

御高覧の上，御意見，御批判をいただくとともに，新学習指導要領の趣旨に沿った教育活動の実践

のための資料として御活用いただければ幸いです。

終わりになりましたが，この研究を進めるに当たり，御協力をいただきました協力委員の先生方並

びに関係各位に厚くお礼申し上げます。

平成14年２月

岡山県教育センター所長

門 野 八 洲 雄
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ることにより，児童との親和度を高め，児童との

人間関係づくりの糸口とすること。また，児童一

人一人の思いや願い，悩みを把握して，今後の援

助に生かすことをねらいとして行う。

(ｲ) 臨時教育相談の立案

担任と児童との間の信頼関係が崩れてきた学級

では，通常の定期教育相談ができにくい状況も起

こる。そのため，臨時の相談週間を設定した。児

， ，童が 前担任や話してみたい教職員に予約を取り

相談ができる形を提案した。

ウ 教職員の要望の把握

(ｱ) アンケートの実施

(ｲ) 個別の聞き取り

教育相談係としての活動を始めるに当たって，

教員が個々の立場で学級経営や生徒指導をしてい

く際に教育相談係に求めていることは何か，学校

運営の立場で本校全体を見たときに教育相談の視

点から足りないと感じられることは何かなど，教

職員の要望を把握し，学校の実態に即した形で実

現に努める。

エ 校内研修の設定

アンケートや聞き取り調査によって教職員のニ

ーズをつかんだ活動を目指したが，結果は，教育

相談係に何を求めたらよいのか分からないといっ

た内容や 「教育相談＝定期教育相談」という認，

識に近いもの，さらには「不登校の児童がどうす

れば登校するようになるか」といった方法論だけ

を求めるものなどが多く目に付き，教育相談の基

本的な認識を培う重要性を痛感した。

そこで，教育相談係として，次の３点を具体的

な活動として校内研修に盛り込むことにした。

( ) 教育相談についての認識を深める啓発活動a

( ) 学級の問題について話しやすい職場の雰囲気b

を醸成しながらの，連携のための場の設定

( ) 教職員が学級経営や個別対応の際に糧となるc

知識と技能を提供する学習会

校内研修では，教職員が互いに認め合う体験が

でき，また学級担任にとって受け入れやすく実践

しやすい技法としてＳＧＥをメインテーマに取り

上げることにした。

オ 校内連携体制の確立

細かく連携体制を整えることは，係として学校

教育相談を根付かせる上ではある意味非常に有効

ではある。しかし，実際に教育相談係の考えたそ

のような体制どおりに連携を図ろうとすると，信

頼関係が成り立っていない中での形式的な連携に

なったり，個々の問題について柔軟に連携できな

かったりして，十分な機能を果たすことができな

くなるおそれがある。

そこで本校では，校内の連携を考える際のユニ

ットを図14に示すように低学年部・中学年部・高

学年部の各４～５人とし，教育相談係は自分が担

任を持つ部会に属すると同時に，他のどの部会へ

も求めに応じてアドバイザーとして参加できるよ

うにした。問題によっては，教育相談係会で検討

し，職員会議で話し合うようにしたり，地域の相

談機関についての情報を提供したりした。

また，校外の関係機関との連携を探る中で，学

区の中学校に勤務しているスクールカウンセラー

に対して，小学校からも直接相談依頼ができるよ

うになった。そこで，現在校内研修会への招へい

などを検討中である。

図14 校内連携体制図

⑤ 実践の内容

今回の実践では，上記の５点の取り組みの中で

も特に 「エ 校内研修の設定」に重点を置いて，

取り組んだ。その際，前述したように，

( )啓発活動a

( )連携のための場の設定b

( )知識と技能を提供する学習会c

の三つを盛り込んだ活動を行う。

この実践を進めていくに当たって，教育相談係

は「教育相談の基本は人間関係にあり，信頼関係

の成立していないところでの積極的な連携はあり

得ない 」という姿勢で臨んだ。そして，教育相。

談は教職員にとって決して難しいものではなく，

教職員が互いを認め合い，支え合うことである。

さらに，教育相談を推進することによって学級経

営のみならず，学校の教育活動全般にわたって仕

事がしやすくなると考えた。そこで，人間関係を

低学年部 生徒指導部

校長・教頭 中学年部 教育相談係会

高学年部

職員会議
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促進しやすいとい言われているＳＧＥを取り入

れ，学級の枠を超えた魅力あふれる懇談会の開催

への取り組みなど，教育相談係会が中心となって

取り組んだ。

以下，その懇談会への取り組みを中心に，実践

内容を詳しく述べる。

ア 実践の流れ

児童虐待についての学習会( )c

児童虐待防止法の制定に伴い，児童虐待の

早期発見に向けて学習会を開く。

定期教育相談に向けての聴き方演習( )c

児童が話しやすい雰囲気になるには，どう

いう聴き方がよいのか。教師役と児童役に別

れて，相談場面をロールプレイングの演習で

体験する。

学級崩壊についての学習会( )c

生徒指導部内の教育相談係という立場か

ら，文献などを参考に，崩壊へのプロセスや

それをくい止める手だてについて話し合っ

た。また，学級担任を支えていくためにも学

（ ）級崩壊が起こったときの教職員の動き 図15

を話し合う。

ＳＧＥを学級経営や学年経営に生かす演習( )a

相談係が自分の学級で行っている演習を他

の学級で行い参考にしてもらう。

ＳＧＥ事前研修（ ）( )b c

低学年合同懇談会の前に学年団の教員で実

際に体験を伴う研修を実施することにより，

内容の検討と方法の共通理解を図る。

低学年合同懇談会( )b

・低学年部会で学級懇談会について相談

・低学年合同懇談会を職員会議で提案

・各学級保護者学級委員との打ち合わせ

・低学年の保護者への案内 （図16）配布

・実践とアンケート回収

・低学年部会での反省会

職員会議で報告( )a

低学年合同懇談会の様子を職員会議の場で

報告することで他学年部への啓発を図る。

イ 低学年合同懇談会に向けてのＳＧＥ事前研修

合同懇談会で実施しようと考えていたエクササ

イズを体験してもらったことで，自分自身の動き

に対しては不安はなくなった。しかし，保護者が

図15 学級崩壊が起こったときの教職員の動き

本当に私たちが体験したように楽しく活動してく

れるだろうか，知らない人ばかりで話が弾むだろ

うか，話し合いに来ているのに，ゲームなどをし

て，余計に心に壁を作るのではないだろうか，参

加した意味を感じてもらえるだろうか，という不

安も残った。

そこで，保護者に心理的な負担がかからないよ

うなプログラムに作り直した。また，会の進行を

する教育相談係は保護者の心の動きを敏感に感じ

取りながら進めていくことにした。

以下，参加した教員の感想である。

・皆が楽しい雰囲気になれてよかった。

・二人で手をつないだときは自然に力を合わせよ

うと思った。

・打ち解けた雰囲気があってよかった。

・多少よそよそしさはあるかなと感じたけど，顔

見知りになれた。

ウ 低学年合同懇談会

本校学区は近年の急激な宅地化のため，一時，

行事の度に以前から住んでいた人と新しく住み始

学級崩壊が起こりそうになったら・起こったら
生徒指導部（教育相談係）

学級崩壊はだれにでも，そして突然起こる。
子どもも辛いが担任も辛い。
学級崩壊が起こったとき，すべての教職員が子どもを支え担任を支える学
校にしよう。
学級崩壊が起こったとしても，教師の人間性を否定されるものではなく，
自分を支える信念をより豊かにする機会としてとらえたい。指導の方針を
変え，子ども同士の人間関係を修復，教師と子どもとの信頼回復を図るこ
とが大切である。

（早期発見）

担任 専科等

学級崩壊初期に気が付いたら

学年の教師・生徒指導担当・管理職に相談

職員会議
（全教職員の課題へ）
生徒指導担当から報告

担任を支え，学級を立て
直すチーム結成

・毎週同じ曜日同じ時間に集まるという定期的
開催が大事。
（それまでは頑張ろうという精神状態が保た
れる）

・愚痴を含めて現状を聞く。
・手だての方針の話し合い。
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めた人との間で意見の食い違いがあり，摩擦やト

ラブルが起こっていた。しかし，近年地区間の人

数も均衡し，それぞれの行事に相互に参加し合う

など交流も活発になりつつある。しかし，学校が

案内する学級懇談会の出席率はここ数年低下して

おり，学級によっては数人という事態も起こり，

学級懇談会としての機能を果たさなくなってきて

いる。魅力ある懇談会にと各学級担任がそれぞれ

に工夫をしているが，参加人数に変化の兆しがみ

られない現状であった。

そこで，懇談会の出席率を高める一つの手だて

を教育相談係として提案できないか。また，その

提案や実践が他の教職員に具体的に分かりやすく

根付いていくものにしたいと考え，次の２点を工

夫して取り組むことにした。

ＳＧＥを取り入れた懇談会

話しやすい懇談会になるよう，ＳＧＥを取り入

れた会を企画する。そのため，教育相談係が懇談

会や学級で行っているＳＧＥを他の先生にも体験

してもらい，今後の参考にしてもらう。

学年・学級の枠を超えた懇談会

学年・学級を超えたより多くの保護者間，また

我が子の担任教師以外の教師との人間関係を深

め，より交流の輪を広げる。学年の近い子どもを

持つ親同士で話し合うことにより，人の意見や考

えを今後の子育ての参考にしたり，相談したいと

きに互いが声を掛けやすくなったりするようなき

っかけとする。

(ｱ) お知らせの文書配布

， 。図16のような 合同懇談会への案内を配布した

保護者への参加の案内には，エンカウンターとい

う言葉はなじみがないので，ゲームという言葉を

使う。しかし，考え方はＳＧＥである。

１・２年家庭数に対し約23％，23名の保護者の

参加希望があった。話し合いの協議題についての

希望は 「家庭でのしつけについて」が圧倒的に，

多かったので，しつけを含めた子育てというテー

マを話し合いの協議題にした。

(ｲ) 要項配布

懇談会の始めに図17の要項を保護者に配り，あ

いさつと日程の説明を行った。

(ｳ) ゲーム１「フルーツバスケット１」

なじみ深いゲームである。だれもがだいたい知

っているゲームであること，軽く動けたことなど

図16 低学年の保護者への案内

図17 低学年合同懇談会要項

で少し緊張感も取れてきたようだった。

(ｴ) ゲーム２「フルーツバスケット２」

ペアを作り 「握手であいさつ」をした。その，

後 フルーツバスケット２に移った ルールは フ， 。 「

ルーツバスケット１」と同じ動きだが，手をつな

いだペアで移動したり，一方が親役になったりす

第１・２学年保護者各位
第１・２年担任
第１・２年学級委員

第１・２学年合同懇談会のお知らせ

４月に入学した１年生，早いもので半年の月日が過ぎました。小学校の
生活にも慣れてきたように思います。生活科のおいも植えや運動会の練
習では，お兄さんお姉さんぶりを発揮した２年生。子どもたちは日々成長
していることと思います。
さて，参観日の案内が後日配布されると思いますが，低学年では今回下
記のように，初めての１・２学年合同の保護者会を計画しています。子育
てについて，一緒に考えてみませんか。お忙しいこととは思いますが，ぜ
ひご出席くださいますようお願いします。

記

１ 日時 平成１３年１０月５日（金）１５：００～１６：００

２ 場所 体育館

３ 目的 より多くの保護者や担任とのふれあいを通し，交流の輪を広げ
たり，子どもの理解を深めたりしていく。

４ 内容 ゲームをしたり，小グループで話し合ったりする。

＊準備の都合上，人数を事前に把握しておきたいので，恐れ入りますが
９月２６日（水）までに担任までご提出ください。楽しく実りある会
にしていきたいと考えています。気軽にご参加ください。

切 り 取 り 線

・ （ ）年（ ）組 保護者名（ ）

・ 合同懇談会に（ 参加・不参加 ）します。

・ 小グループで話し合いたいことや聞いてみたいこと
『

』
例えば，しつけ・食事・遊び・勉強など

低学年合同懇談会要項
１開会
２ゲーム
３小グループので話し合い
４諸連絡

今日のゲームで感じたことをお書きください。

懇談会についてお書きください。
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ることで，他人とのかかわりが「フルーツバスケ

ット１」より表面化し，意識されやすくなってい

る。

ルールは変わらないのに，手をつないだだけで

心強くなってきたようだ。不安な気持ちも薄れて

きたのか，保護者の声も大きくなり笑い声も出て

きた。

(ｵ) ゲーム３「ねえ，どっちがいい」

「今のペアの人でもっと互いのことを知っていこ

う 」と言いながら図18のカードを配り，このゲ。

ームに移った。これは，身近なものの二者択一を

通して自己開示をしていくものである。

図18 「ねえ，どっちがいい」のカード

「これで，道で会っても世間話ができる仲にな

れましたか」と聞くと 「なった。なった」と合，

， ，いの手が入れられ 保護者にとって話しやすい場

居心地のよい場になってきていると感じた。

(ｶ) ゲーム４「春夏秋冬」

「握手でさよなら」をしたあと，ペアを解消し

。 ， ，た このゲームでは 自分が好きな季節に移動し

選んだ季節の人同士で小グループとなる。軽い季

節の話題から入り，今日の話し合いのテーマ「し

つけ」へと移っていった。

好きな季節に移動したとき，冬を選んだ保護者

が４人しかいなかった。教育相談係が「冬もいい

なと思われる方いませんか」と言うと，すぐにあ

る保護者が 「私が移動します。さっきのペアの，

方がおられるから。私が行かなければ 」と言わ。

れて移動された。言い方に愛嬌があり，みんな
き ょ う

笑顔になった。また，そう言われた相手の保護者

も，とてもうれしそうな顔をしていたことが印象

的であった。

ねえ，どっちがいい

１ おふろ シャワー

２ 海 山

３ 田舎 都会

４ 和食 洋食

５ 大人 子ども

(ｷ) 小グループでの話し合い

テーマと終わりの時間のみ，参加者に伝えた。

その後は，どの教師も司会をするのではなく，グ

ループのメンバーの一人として自由討論に加わっ

た。どのグループも話し合いの場で，教師が中心

となり会を進めなくてはならないという感じは全

くなかった。自然な形で，しつけについて話が進

められた。これは，ＳＧＥからグループ討議に入

ったことや小グループの話しやすさも重なったか

らだろう。また，どの保護者も自分の思いを語れ

ていたように感じた。

(ｸ) アンケートの集約からの分析

鉛筆を人数分用意しておき，グループ討議が一

段落したころ，アンケートを書いてもらった。そ

の後，グループごとに解散した。その場での振り

返りだけでは十分言えなかったこともあるだろう

とアンケートの形で記述してもらったが，だれも

が熱心に書いていた。

以下は，ゲーム，懇談会についてのアンケート

への回答である。

ゲームについて

・子どもに戻った感じで楽しかったです。

・久しぶりに，童心に返れて楽しかったです。

・子どもに返れた時間でした。楽しかったです。

・楽しかったです。久しぶりにゲームをしまし

た。

・二人組のフルーツバスケットは知らない人と仲

良くなれてよかった。また，こんな会をしてほ

しい。

・つまらないゲームだと思っていたのに，いざや

ってみると自分が必死になっているのにびっく

りした。ペアを組んだことはよかった。ほかの

人ともペアになりたかったです。久しぶりに体

を思いっきり動かして楽しかったです。

・人間相手のゲームはやっぱり楽しいなあと童心

に返って遊べました。

・もっと，多くの方々が参加されたらいいと思い

ました。

・大変面白く楽しくさせていただきました。動き

やすい服で来ればよかった。ほかの場で使って

みたいです。

・みんなで笑えて楽しかった。また，やりたいで

す。

・団結してできたのでよかった。
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・本当に次の日に会ったら楽しく会話ができそう

でよかったです。どんどんやってください。

なじみのあるゲームから入ったことは，安心感

を与えることになった。また，保護者は最初受け

身の形で参加していたが，ゲームをする中で，主

体的な参加へと変わっていったことがアンケート

からもうかがえる。また，自分自身の心に敏感に

なり，いろいろな思いを持って動いていたことが

分かる。

懇談会について

〈 しつけ」の協議について〉「

・いろいろな話が聞けてよかったです。これから

の育児に役立てます。

・みんな，同じようなことで悩み，しつけをして

いるのだなと心強くなりました。

・他の人の子育てのことを聞けてよかったです。

〈低学年部合同開催について〉

・学年の上のお母さんの話が参考になりました。

・みなさんの家での話が聞けてとても参考になり

ました。

・一つのクラスだけでなくいろいろな人の話が聞

けてよかった。

・いろいろな意見が聞けてよかった。

〈今後の懇談会に対する意見など〉

・また，合同の懇談会を計画してください。

・いつもと違う懇談で目先が変わってよかったで

す。

・もっともっとこのように小グループで話ができ

たらいいと思いますが，なかなか集まらないの

で残念です。

・小人数で，気さくに話ができました。今回のよ

うな形式もよいです。また，このような機会を

設けていただければと思います。

・今度は，是非高学年のお母さん方の話も聞きた

いです。

・また，こんな感じだといいです。担任の先生以

外の話も聞けたので。

・こういう変わった形式も面白みがあってよかっ

たです。

・時には，こういう懇談会もいいと思いました。

・いつもの懇談会より，今日の方がよかったと思

います。

・他の学年にも広げてほしい。

〈合同で行った低学年部の教師から〉

・ゲームの雰囲気がグループになっても持続して

いたので話しやすかった。けれども，しつけの

テーマについての協議の深まりは，会の進行の

主導権を握る保護者に左右された面もあり，今

後の課題である。

・時間が短かったので，もっと話したいことが多

かったけど遠慮がちになってしまった。先生と

いう立場を意識してしまい聞き役になった。

・小グループになるときに，ゲームで既に心理的

に近い関係の仲間が集まっていたからか話が弾

んだ。

・６人だったので，話がしやすいグループサイズ

で，みんなが意見を言うのにはちょうどよかっ

た。結論は出ませんが，いろいろな人の話が聞

けました。参考になります。

アンケートからも，懇談会にＳＧＥを取り入れ

た効果がうかがえる。また，異学年との合同の懇

， ，談会についても肯定的な意見が多く 保護者同士

また学級担任だけでなく，この懇談会に参加した

他の教員にも声の掛けやすい人間関係づくりがで

きたのではないかと考えられる。

(ｹ) 職員会議で報告

この合同懇談会の経緯について，職員会議で報

告したことにより，学級懇談会の持ち方や意義を

考えるきっかけとなった。

ＳＧＥだけにこだわらず，話し合いのテーマや

会の運営を工夫したり，学年合同や異学年合同で

行ったりする中で，グルーピングを工夫するだけ

でも互いを知るのに役立つだろう。学級懇談会の

場を保護者間の人間関係を広げる場ととらえれ

ば，雰囲気をよくするような運営を心掛けたいと

いう話し合いがなされた。

⑥ 実践のまとめ

学級に不登校や問題を抱える児童を受け持った

とき，担任は，児童本人の理解に努めるだけでな

く，児童を援助する集団としての友人関係や，家

族とその家族を支える人たちといった複雑に絡み

合う人間関係を視野に入れておく必要がある。な

ぜなら，これらの人間関係の歯車がうまく回って

， ，いれば それだけで問題が起こりにくくなったり

問題が起こりそうになったときに周囲から必要な
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協力が得られたりすると考えるからである。

また，担任自身にとっても，児童に直接かかわ

， ，っていく中で 指導の方針を決めるときの相談者

問題の対応に協力してもらえる相手，ときにはた

だ悩みを聞いてくれる相手など，支えを必要とす

る場合がある。

このようなとき，担任が気負わずに問題の解決

に向けて対処でき，職場全体の雰囲気がそれをフ

ォローできるような体制であってほしいとスター

トした実践ではあるが，教育相談係が動いただけ

「 」 ，では 目新しい 動きとしてとらえられるものの

依然として問題を抱え込んでいると思われる担任

も少なくなく，なかなか学校全体として教職員の

意識を高めたり，支援したりするまでには至らな

かったと反省している。教育相談係としても，協

力者を確保し，時間を掛けて徐々に教育相談に対

する意識を浸透させていく姿勢が必要だと痛感し

た。

ア 成果として考えられること

実践を通して本校全体を見た場合，教育相談係

が率先して活動を報告したり，学習会を開いたり

したことは，教職員にとって，教育相談について

考えるよい機会になった。また，比較的取り組み

やすいＳＧＥを中軸に持ってきたことで教育相談

に対する教職員の意識に多少の変化があったよう

に感じている。研修や懇談会で実際に体験した教

職員のアンケートには，好意的で肯定的な意見が

多く寄せられ，会が話しやすい雰囲気となり，交

流を促したことがうかがわれる。

特に，低学年合同懇談会では，学年，学級の枠

を超えたことで，今まで知らなかった親同士，担

任とは違う教師とのつながりができた。このこと

で，合同懇談会を体験した低学年部の教師には，

ＳＧＥを一つの有効な手だてとしてとらえてもら

。 ，えた その後にあった保護者との個別懇談のとき

参加した保護者から 「次はいつしますか 」とい， 。

， ，う声が聞かれたり 参加できなかった保護者から

「この前の懇談会よかったらしいですね。次は行

。」 。かせてもらいます という声が聞かれたりした

保護者のネットワークの速さや太さを改めて感じ

た一面である。

イ 課題として考えられること

ほかの教職員よりＳＧＥの体験を多くした低学

年部会で，ＳＧＥを取り入れた効果について話し

合ったとき 「直接保護者から，また今回のよう，

な懇談会をしてほしいと言われたらどうします

」 ，「 」 。か と尋ねると 少し戸惑う との回答を得た

戸惑う理由は，ＳＧＥのプログラム作りに原因が

あるということだった。そこで 「教育相談係が，

プログラムを一緒に作成するならどうか」と聞く

と 「不安はほとんど解消される」と言う。ＳＧ，

Ｅの研修と同時に指導者としての豊富なリーダー

体験の必要性を感じた。

保護者について考えてみると，合同懇談会に出

席した人は，授業参観後に自主的に残って話し合

いに参加しようとする人が多かった。むしろ合同

懇談会に参加していない保護者に対して事後報告

をお知らせや通信などで伝えて，人間関係の輪を

広げるような手だてがこれから必要になってくる

と感じた。また，参加した保護者に今後うまく活

躍してもらえるような交流の場を設定したり，何

度でも参加したくなるような工夫も必要だと感じ

ている。

自己開示型のＳＧＥは，日ごろ顔を合わせる機

会の少ない保護者や友人関係が偏りつつある児童

の間では，親近感を持たせたり，幅広い交流を促

したりするきっかけづくりには有効であった。し

かし，話をする機会も多く，良好な人間関係が保

てている場合にはわざわざ時間をとって実施する

必要があるだろうかという疑問に対して十分に答

えることができなかった。また，反対に立場上，

利害関係があったり，既に人間関係に問題が生じ

てきたりしている場合には，素直に自己開示が行

われにくいため，その際の効果を上げる方法が課

題である。

今回の実践により，啓発の効果には手ごたえを

感じるが，校内の連携体制の確立や外部諸機関と

の連携等に関してはまだまだ課題が山積みされて

いる。これからは，課題として残されたものにつ

いて，校内の実状に合わせてどのように教育相談

を進めていけばよいか，その方法を模索していき

たいと思っている。

(3) 実践事例３（Ｃ小学校）

① 学校の実態

児童数約150名，全７学級の本校は，明るく穏

やかで優しい児童が多い。ただ，全学年単学級の

ため，クラス替えがなく，人間関係が固定化しや
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， 。すく 互いの見方を変えにくいという側面もある

集団の中に入りにくく孤立しがちな児童や不登校

傾向の児童が数名いる。

保護者を含め，地区には学校に協力的な家庭が

多い。しかし，目まぐるしい社会情勢の変化や多

忙さの中で，近年，子どもに目を向ける余裕のな

い保護者も増えてきている感がある。

教職員の間柄は和気あいあいとしており，全校

の児童を全教職員で育て支援していこうと，努め

て連携を心掛けている。しかし，現実にはそれぞ

れが多くの校務分掌を抱えていたり，学年単学級

であり，学級単位の教育活動が多かったりするた

めに十分な話し合いを基にした連携はなかなか取

りにくいのが現状である。

② 本校における教育相談の実状

「教育相談」は校務分掌上 「生徒指導」の項，

の「校内生徒指導」の中に位置付けられており，

活動として年２回（６月・11月）の「定期教育相

談」と，必要に応じて随時実施している教育相談

の二つが大きな業務内容であった。

また，学級の情報交換の場として，月１回，全

体の場で学級の様子や気になる児童の報告会を，

生徒指導担当者が企画して実施している。気が付

かなかった児童の様子や違った視点からの所見が

聞けてとても有意義であるが，その児童を理解し

ていく上で，もう一歩踏み込んだ話し合いまでに

は至っていない。

教育相談の具体的な技能を研修するだけでな

く，教育相談の考え方を日常の授業や生活に生か

すことの必要性を感じている教職員は多い。

③ 実践のねらい

教育相談係の立場から，臨機応変に，校内連

携，校外との連携を図りながら，一人一人の児

童の成長を支援する。

上記のねらい達成に向け，次の５点について取

り組むことにする。

ア 学校での教育相談の位置付けの明確化

イ 教育相談の場所や時間の確保

ウ 教育相談のきっかけづくりや研修

エ 児童の問題行動に対する連携と対応

オ 専門機関や保護者との連携

④ 取り組みに向けての方針とその具現化の概要

ア 学校での教育相談の位置付けの明確化

組織の面では，図19に示すとおり，以前から校

務分掌上に「教育相談」を位置付けている。平成

13年度には随時開催する「生徒指導委員会」のメ

ンバーの中に教育相談係も加えられた。

業務の面では 「定期教育相談」については従，

来どおり，教育相談係が立案し，実際の相談は学

。 ，級担任が行う 問題にだれかが気付いた場合には

随時，学級担任，気付いた教職員，教育相談係な

どが連絡し合い，相談や対応を進めていく。

また，月１回，定期的に全体の場で，それぞれ

の担任の目から見た学級の様子や気になる児童の

様子，担任外の視点からの児童の様子などを報告

し合う。なお，この会は生徒指導担当者が企画す

る。

イ 教育相談の場所や時間の確保

効果的な相談活動を推進していくためには，活

動のための場所や時間の確保が必要である。

定期教育相談は，同時に６学年が行うので，教

室に隣接した特別教室などを利用して相談場所と

する。必要に応じて行う教育相談は，適切な場所

がなく教職員の休憩室で行っていたので，平成13

年度より，教材室を整備し 「教育相談室」を開，

職

員 学年

会 教務

議

教科・道徳・総合的な学習の時間

校長 教頭 教務 各種教育 校内生徒指導

校内生徒指導

特別活動 教育相談

各 校外生徒指導

種 生徒指導 校外生徒指導

委 地区児童会

員 庶務 保健安全指導 渉外

会

○企画 ○研修 ○学校保健 ○就学指導

○生徒指導(生徒指導担当者・教育相談・教務主任・養護教諭)

図19 校務分掌表の抜粋
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設する。その際，気軽に行けて，人目に付きにく

い場所，安心して話せるような室内環境づくりに

配慮した。

定期教育相談の時間については，図20に示すと

おり，年２回（６月・11月 「教育相談週間」を）

設け，期間に幅を持たせて，学級裁量で約３単位

時間確保することにする。また，臨時の教育相談

については，休憩時間に行ったり，授業時に行う

場合は，補欠授業を組んだりする。

図20 定期教育相談実施計画

ウ 教育相談のきっかけづくりや研修

多様な問題や複雑な問題が増える中，教育相談

への関心も高まっている。教育相談係が定期教育

， ，相談の提案時に 話の聞き方の留意点を示したり

随時窓口となり，県教育センターの研修を始め関

係諸機関で行われている研修などを紹介したりし

ていく。

定期教育相談実施計画平成１３年度

教育相談担当 １３．５．２８

１．ねらい

○一人一人の児童と親しく話をして，教師と児童の人間関係を促進する。

○児童の問題を早期に発見し，今後の支援に役立てる。

２．期日と時間

○期日

・第１回目 ６月１８日（月）～２２日（金）の間の３単位時間程度

・第２回目 １１月１９日（月）～２２日（木）の間の３単位時間程度

※この期間を「教育相談週間」とし，１～３年は放課後等課外の時間を

４～６年は「創意活動の時間」を，学級裁量でこれに充てる。

○時間

・１人５分程度とし，できるだけ時間の長短がないようにする。

・時間が長くなりそうな場合は，途中で切り，改めて話を聞く。

３．場所

児童が話しやすい場所を設定する。それぞれの教室に隣接し，二人きりになれて

安心して話せる場所

（例）１年…ランチルーム ２年…生活ルーム ３年…なかよし教室

４年…なかよし教室 ５年…コンピュータ教室 ６年…ふれあい教室

４．留意点

○児童の話を聴く，気持ちを聴くことに重点を置く。

○児童が話をしやすい聞き方を心掛ける。

・座り方・体の向き

・ゆったりと尋ねる

・開かれた質問と閉ざされた質問

・名前を呼ぶ

・質問例

「〇〇君，学校は楽しい？」

「何（の時間が）が楽しい？」

「〇〇さん，楽しい（好きな）ことは何？」

「困っていることはないかなぁ？「学級の中は？」」

「通学班の中ではどうかな？」など

・応答例 うなずき 相づち 繰り返しなど

○児童の言葉だけでなく，表情や態度などにも気を配る。

○定期教育相談後，児童の様子を見ながら支援していく。必要があれば，関係学年や

生徒指導担当者，教育相談係などの教職員や保護者と連絡を取り，共通理解を図り，

対応していく。

○日ごろからかかわりを増やし，教師と児童の間に話しやすい雰囲気ができるように

心掛ける。

○チャンス相談・呼び出し相談・自発来談も活用する。

※教育課程編成補助表９－２～９－４参照のこと

エ 児童の問題行動に対する連携と対応

「少し気になる 「様子が以前と違う」と気が」

付きながら，そのままにしておくと，問題が深刻

化してしまうことがある。また，児童の問題を学

級担任にだけ任せてしまうと，学級担任が一人で

抱え込んでしまい，苦しんでしまうことがある。

そこで 普段の雑談の中や機会あるごとに う， ，「

れしいこと 「嫌なこと 「困ったこと」などを話」 」

題にし，その中で児童の情報交換をして，問題を

共有化しておく。また，前述したように月１度定

期的に児童についての情報交換をする時間を設け

る。

そして，具体的な連携が必要な場合には，関係

教職員と相談したり 「生徒指導委員会」を開催，

したりして，その問題に応じて，各自の役割分担

を明確にし，校内で相談の中心となる担当者，外

部との窓口になる担当者をはっきりさせた上で，

相談を進め，解決に当たっていく。全教職員の共

通理解と認識の下，組織を柔軟に活用し，機能的

な協力チームを組んでいく。

オ 専門機関や保護者との連携

学校での指導に限界を感じると思われるような

場合には，校内での対応を進めながら，関係諸機

関との連携を図っていく。その際，指導のすべて

をゆだねるのではなく，その問題に応じて学校側

の窓口となる担当者を決めて，学校として対応す

る部分と関係機関から協力を得る部分とを明確に

し，連絡系統や指導方針の一本化を図っていく。

また，保護者に対しては，児童の心身の健康の

面で，保護者から相談を受けやすい立場である養

護教諭などの協力も得ながら，複数で対応してい

く。

⑤ 実践の内容

今回の実践では，上記の５点の取り組みの中で

も，特に重点を置いて取り組んだ「エ 児童の問

題行動に対する連携と対応」について，事例を挙

げて具体的に述べる。
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【事例１：専門機関と連携して，主に学級担任が支援を進めた例】

主 訴 児童虐待 学校における対応の実際・成果 連携の役割

高学年Ｃ児 学級担任（教育相談係）は，校 【校内連携】

粗雑だが，明るく一生懸命 長・教頭・前学級担任・生徒指導 ○教育相談係と生徒指導

取り組む。本人から母親に 担当者と話し合いを持ち，次のこ 担当者

体罰を受けているとの相談 とを確認した。 ・校内連携体制の確立

問 題 の を受ける。以前から厳しく ○学級担任がＣ児の話をしっかり とコーディネイショ

概 要 てよくしかる母親である 聞いて，心のケアを図るととも ン

が，最近は暴力が頻繁に行 に詳しい事情や問題の原因を探 ・教職員の共通理解

われているとのこと。精神 っていく。 ○学級担任

的にもとても不安定になっ ○学級担任が母親に連絡し，学校 ・Ｃ児への教育相談

ており，体調の不良も訴え の様子を話したり，家庭での様 ・家庭への連絡や対応

て，欠席も増えてきた。 子を聞いたりして，それとなく ・全教職員への報告

事情を探っていく。 ・児童相談所への相談

１ 本児の状態や母親の様 ○校長が専門機関（児童相談所） ○校長

子を診断的に理解し，共 に相談を依頼し，学級担任が具 ・児童相談所への依頼

通理解を図る。 体的に相談し，その対応を探っ ・学級担任へのコンサ

かかわり ２ 専門家と連携しながら ていく。 ルテーション

の 方 針 問題についての情報を共 ○前担任

有し，理解を深めて対応 Ｃ児の相談に乗る中で家庭の事 ・学級担任へのコンサ

の方法を探る。 情等が少しずつ分かってきた。ま ルテーション

た，専門機関に相談することで学

【主な連携】 校としての具体的な対応の方法も 【校外連携】

分かってきた。 ○児童相談所校 外 校内

母親は担任と話をしたことや精 ・専門的立場から対応

神的に不安定な時期を越えたため への助言児童相談所 校長 生徒指導

か，少しずつ気持ちも安定してき ・担任への支援

た。Ｃ児は学級担任，複数の教職 ・Ｃ児への支援

員，友人，専門家に話を聞いても学級担任 前担任

らい，大勢の人に支えられている(教育

ことを実感できたのか，少しずつ相談係)

情緒的に安定していった。

互いに安定してきて衝突が減り，

母親の暴力も少なくなってきた。家庭

それに伴い，Ｃ児は安定し，身体

。Ｃ児 保護者 的症状に現れる頻度も減ってきた

依頼

相談

助言

個別対応

※コーディネイション：問題解決にかかわる関係者との連絡・調整

※コンサルテーション：共に考えながら答えを見いだしていこうとする援助関係

※Ｐ20～23の書式は，仙台市教育センター教育研究紀要第６号「新たな視点に立つ，学校における教育相談活動の推進に関

する研究 （1999）を参照した。」
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【 事例２：専門機関と連携し，校内でチームを組んで支援を進めた例】

主 訴 性格・行動 学校における対応の実際・成果 連携の役割

低学年Ｄ児 学級担任が，Ｄ児への対応を指 【校内連携】
友達とのいさかいが絶え 導担当者（教務主任）に相談した ○教育相談係

ない 「死ぬ」と言っては ところ，本児へのかかわり方を工 ・担任へのコンサルテ。

問 題 の 教室外に飛び出したり，持 夫し，関係教師や家庭と連携をし ーション
概 要 ち物をハサミで切り刻んだ て，問題の解決策を探るよう助言 ○指導担当者(教務主任）

り，乱暴な言動が目立つ。 を受けた。そして，校内就学指導 ・校内連携体制の確立
授業中もじっとしていられ 委員会（校長・教頭・教務主任・ とコーディネイショ

ず，一斉学習は困難な状況 障害児学級担当者・学級担任・養 ン
が続いた。 護教諭）を開き，次のことを確認 ○学級担任

した。 ・Ｄ児への教育相談
○今まで以上にスキンシップ等に ・家庭への連絡や対応

１ 専門機関とも連携し， よるかかわりを増やしたり，学 ・全教職員への報告
かかわり Ｄ児の状態を診断的に理 習の遅れにはＤ児に応じた特別 ○障害児学級担任

の 方 針 解し，共通理解を図る。 の学習メニューを用意したりす ・Ｄ児の個別指導
２ 校内でチームを組み， ること。 ・学級担任の支援

支援体制を確立する。 ○家庭への連絡を密にし，Ｄ児の ○生徒指導担当者

よい面や成長したところを報告 ・教職員の共通理解
【主な連携】 したり，母親の悩みを聞いたり ○校長

して，母親の精神状態を安定さ ・専門機関等への依頼校 外 校内

せること。

○専門機関に相談すること 【校外連携】市育成 校長 指導

・市育成センターに全体的な相 ○市育成センターセンター 担当者

談をする。 ・専門的立場から対応
・市保健センターに母親の子育 への助言

てについての相談や指導を依 ・担任への助言・支援市保健 学級担任 教育

頼する。 ・Ｄ児への支援センター 相談係

・医療機関でＤ児の医療的診断 ○市保健センター
を受ける。 ・母親への指導・支援

○医療機関障害児学級

医療機関の診断により，ＡＤＨ ・専門的見地からのＤ医療機関 担任

ＤとＬＤであることが分かり，以 児の診断

前の対応に加え，今後，時間割を
調整しながら，障害児学級に通級

して個別指導を受ける体制をつく
った。家庭

Ｄ児は，スキンシップや個別指
導により，徐々に落ち着きを見せＤ児 保護者

始め，母親もＤ児の成長の連絡を
受けたり，相談に乗ってもらった

りして安定の方向に向かった。
， ，依頼 新年度は 障害児学級に入級し

，相談 個別的なかかわりの成果も現れて
助言 乱暴な言動が少なくなり，パニッ

個別対応 ク状態からの回復も早くなってい

る。集団の中でもわがままを押さ
えるなど，次第に明るく活発に学

習や生活ができるようになってき
た。
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【事例３：教育相談係がコンサルテーションして，学級担任が支援を進めた例】

主 訴 不登校傾向 学校における対応の実際・成果 連携の役割

高学年Ｅ児 前担任や教育相談係の所感によ 【校内連携】

穏やかで優しい。低学年 り，極度の緊張やできないことへ ○教育相談係と生徒指導

当時より，不登校傾向であ の不安，そして母親の気持ちの不 担当者

る。新年度当初，例年どお 安定も一因ではないかと推測。学 ・校内連携体制の確立

り，比較的元気に登校。母 級担任（生徒指導担当者）による とコーディネイショ

問 題 の 親より「朝，体調不良の場 Ｅ児や母親へのかかわりを中心に ン，

概 要 合はよくなってから一緒に 特に次のことに留意しながら対応 ・教職員の共通理解

登校させてほしい」との申 していった。 ○教育相談係

し出がある。 ○ごく普通に接し，スキンシップ ・学級担任へのコンサ

５月，病気で欠席してか や対話の機会を増やす。 ルテーション

ら，腹痛等を訴え，欠席・ ○意欲的に取り組んでいることや ○学級担任

遅刻が著しく増える。給食 よいところを個人的に，そして ・Ｅ児への教育相談

後の登校がほとんどであ 学級全体の前で賞賛する。 ・家庭への連絡や対応

る。 ○母親の気持ちが安定するように ・全教職員への報告，

電話や連絡帳で度々話をする。

１ Ｅ児の状態を診断的に 特別な用事がなくても定期的に

理解し，共通理解を図 （週２，３回）学校での様子を

かかわり る。 話したり，家庭での状況を尋ね

の 方 針 ２ 学級担任を中心に，家 たりする。

庭と連携して，効果的な ○月１回，教職員全体に状況を報

対応を探る。 告し，相談する。他の教職員も

ごく普通に接し，声掛け・言葉

【主な連携】 掛けをする。

校内

学級担任と母親の適度の対話が

効を奏したのか，母親の気持ちは学級担任 教育相談係

徐々に安定してくる。加えてＥ児(生徒指導

自身もスキンシップや対話で安定担当)

したり，賞賛により自信を持った

りし，７月からは朝から登校する

日が増えてきた。

夏休みは得意の理科の自由研究

を親子で頑張り，２学期になってＣ児 保護者

からは，時々腹痛を訴えるが，表

情が明るくなり，遅刻・欠席もな家庭

く登校している。

相談

助言

個別対応
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【事例４：学級担任と養護教諭がチームを組んで支援を進めた例】

主 訴 不登校傾向 学校における対応の実際・成果 連携の役割

低学年Ｆ児 学級担任が養護教諭と教育相談 【校内連携】

明るく元気いっぱいだが， 係に相談し，その話やＦ児の様子 ○教育相談係

感情の起伏が激しい。６月 から，次のように対応することに ・学級担任へのコンサ

問 題 の 初旬から休日明けを始め， した。 ルテーション

概 要 朝になると「体がだるい。 ○現段階では，母親への甘えや怠 ○学級担任

お腹が痛い 」と訴え，学 惰傾向が主な原因と考えられる ・Ｆ児への教育相談。

校を休もうとする日が増え ので，登校刺激を与えること。 ・家庭への連絡や対応

つつあった。 ○Ｆ児には，これまで以上にスキ ・全教職員への報告

ンシップや声掛けを心掛け，学 ○養護教諭

１ Ｆ児の状態を診断的に 級の中で活躍の場をつくること ・Ｆ児への支援。

理解し，共通理解を図 ○朝，母親から不調の連絡を受け ・学級担任への支援

かかわり る。 たときは，担任か養護教諭のど ・他の児童への対応

の 方 針 ２ 学級担任と養護教諭が ちらかが家に行き，元気を出す ・家庭への対応

チームを組み，家庭と連 ように励ますこと。授業に遅れ ○生徒指導担当者

携して，効果的な対応を そうな場合は他の児童の面倒を ・教職員の共通理解

探る。 一方が見ること。

○学級担任が母親と連絡を取り，

【主な連携】 学校でのＦ児の頑張っている様

子を伝えたり，家庭での様子を校内

聞いたりすること

教育相談係

次第にＦ児も安定してきて朝不

調を訴えることが少なくなり，元

気に登校している。学級担任 養護教諭

Ｆ児 保護者

家庭

相談

助言

個別対応
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⑥ 実践のまとめ

児童への支援や援助としての日常的な教育相談

活動は，学級担任を中心として進めている。しか

し，複雑で多様化する問題に対応していくために

は，学級担任だけでは，物理的にも精神的にも困

難であり，担任を支える複数人数による対応が必

要になってくる。すなわち「連携による対応」で

ある。日々の学校教育活動の中で，また，連携に

よる対応が必要なとき，教育相談係としてどのよ

うな立場に立ち，その連携を支えていくかについ

て探ってきたが，以下，その成果や今後の課題に

ついて考えられることをまとめてみる。

ア 成果として考えられること

(ｱ) 学校での教育相談の位置付けについて

校務分掌の中に位置付け，連携による対応が必

要なときに開く「生徒指導委員会」のメンバーの

中に教育相談係を加えたことは，教育相談や教育

相談係の位置付けが組織的にも明確になり，実際

。 ，に業務を行う上でもスムーズになった すなわち

教育相談係が今まで以上に児童の問題についてか

かわりを持ち，連携の中の一役を担えることが組

織的にも役割的にも，より可能になった。

(ｲ) 教育相談のきっかけづくりや研修について

定期教育相談の提案時に，教育相談係が教育相

談の持ち方だけでなく，話の聞き方の具体的な留

意点を紹介したことは，学級担任が実際に教育相

談を実施していく上で役に立った。また，教育相

談係の県教育センターの研修などの紹介がきっか

けとなり研修に出掛けていった教職員が２年間で

３名おり，教育相談への関心の高まりがうかがえ

るとともにその広がりが感じられた。

(ｳ) 連携や対応の糸口について

学級担任だけでは，児童の問題行動の解決が困

難であるとだれかが感じたとき 「連携による対，

応」が必要になってくるが，その気付きは，学級

担任による教室での児童への日常的なかかわりや

定期教育相談からの場合もあるし，他の教育活動

で他の教職員のかかわりから発見される場合もあ

る。

普段からしっかり雑談をすることは，結果とし

て相談しやすい人間関係をつくることになり，ま

た，雑談の中で児童の情報交換を積極的に行うこ

とは，児童の成長や変化への気付きを生み，連携

の糸口になった。

また，月に１度職員会議の中で，定期的に児童

についての情報交換の場を設けたことは，児童理

解について振り返るきっかけになったり，問題へ

の気付きを生んだりして，全教職員でその問題を

考え，共有するために役立った。

(ｴ) 児童の問題行動に対する連携と対応について

問題に応じて協力チームをつくり，役割分担を

明確にして担任を支援しながら連携し対応してい

くことは，その児童をいろいろな角度から複数で

支援することを可能にし，また，学級担任の負担

を軽減するためにも役立った。教育相談係も学級

担任をしているので，問題に応じて臨機応変に最

適であると考えられるサポートの仕方や役割分担

を検討してかかわってきたので，互いに無理なく

対応できたのではないかと考える。

今回の実践事例の中で，教育相談係は生徒指導

担当者とともに，主としてコーディネイションと

学級担任へのコンサルテーションを務め，学級担

任がその児童を支援する中心的役割を担うのが効

果的であることが分かった。また，養護教諭の協

力も効果的であった。

なお，連携が必要な問題にかかわる際，大きく

分けると次のような役割が考えられる。

・コーディネーション役－役割分担の調整 連絡・

・その児童への個別対応役－相談・助言

・保護者・家庭への対応役－相談・助言

・学級担任へ対応役－相談・コンサルテーョン

・専門機関への対応役－依頼，窓口，連絡

・保護者・家庭への専門機関の紹介役

・他の児童へのかかわり役

(ｵ) 専門機関との連携について

学校での指導だけでは限界があると思われるよ

うな場合には，校内での対応を進めながら，関係

諸機関との連携を図った。指導のすべてをゆだね

るのではなく，その問題に応じて学校の窓口とな

る担当者を決めて，学校として対応する部分と関

係機関から協力を得る部分とを明確にしたので，

連絡系統や指導方針の一本化が図れた。

イ 課題として考えられること

日々の職務の多忙さのあまり，教職員同士が話

をする余裕がないこともあり，そのため，情報交

換や問題の共有が遅れて，対応が後手に回ってし

まうことがあった。時期により 「生徒指導委員，

会」も開く余裕がないことがあるので，多少無理
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をしても，月１回，定例として開催できるように

年度当初に計画を立てておくのがよいと思われ

る。

教育相談係として，コーディネイション役はま

ずまず務まるが，コンサルテーション役をするの

には，力量不足を感じた。教育相談係自身が研修

を深めること，そして，もっと気軽に専門機関に

コンサルテーションを依頼することが必要である

と感じた。

また，問題が起きてからの対応だけでなく，問

題を未然に予防したり，積極的に児童を支援して

いく予防的・開発的な教育相談を校内で推進する

必要がある。

(4) 実践研究のまとめ

① 実践事例１について

教育相談係による他学級の児童の人間関係づく

りの支援についての事例である。しかも，説明と

か講話といった形ではなく，他学級へＳＧＥのリ

ーダー，サブリーダーとして，教育相談係が直接

に出前を行うという支援を通して，校内で教育相

談の推進を展開しようと試みた実践である。

ＳＧＥは手軽でだれにでもできるが，諸富（20

00）は，まずやってみること，次にクラスの実態

を把握し，適切なエクササイズを選択し，工夫を

加えること，実施の時期を選び実施結果を評価す

ることが大切であると述べている。

支援者（教育相談係）は，支援に当たって学級

担任に学級の実態や担任の願い・思いを聞き取り

， 。 ，ながらエクササイズを選択 工夫している また

カウンセリングマインドを生かして，担任との振

り返りを行っている。ＳＧＥを実施する際の必要

な配慮事項を満たしての学級担任に対する支援・

援助と言える。

また，各学級担任を直接支援する事前の段階と

して，校内研修で全職員に対して，人間関係づく

りの手法としてのＳＧＥを紹介し，実際に体験を

してもらうという段階を踏んでいる。

このような，活動のねらいを絞り，段階を踏ん

だ活動の中で，支援先の学級担任と支援者との人

間関係が深まり，そのことが個別児童の援助へと

展開している。そして，これらの活動が校内での

教育相談の必要性の理解を促進したり，校内連携

の土台となったりしていると考えられる。

② 実践事例２について

複数学年にまたがる保護者会（低学年合同懇談

会）の中で，人間関係づくりに有効なＳＧＥを活

用する活動を通して，教職員に教育相談に係る啓

発活動や校内連携の場の設定，知識・技能の提供

を図り，校内の教育相談の推進を展開しようと試

みた実践である。

この実践では，中心に置いた低学年合同懇談会

までに，教育相談係は「児童虐待の学習会 「聴」

き方演習 「学級崩壊についての学習会」と，前」

年度から学校として時宜的に必要な活動を積み重

ねている。

実践に当たっては，低学年合同懇談会という複

数学級・複数学年といった広がりを持たせるだけ

でなく，教育相談係が他学級でＳＧＥの演習を実

施して紹介したり，低学年部の試みを職員会議で

提案したり，事後報告を行ったりするなど，校内

全教職員への啓発を意図した活動が行われてい

る。

また，一緒に実施することになる低学年部の教

員に対しては事前に体験してもらうことで，その

， ，よさに触れてもらうとともに 不安を軽減したり

プログラムを修正したりするなどの配慮がなされ

ている。

このような計画的で，配慮のなされた取り組み

， ，が 教職員に教育相談について考える機会を与え

同時に教職員のみならず保護者同士の交流を促

し，人間関係を促進していると考えられる。その

ことは，研修や懇談会で実際に体験した教職員や

保護者のアンケートに好意的で肯定的な意見が多

く寄せられたことからも明らかである。

③ 実践事例３について

担任の抱える個別事例に際して，問題に応じた

校内連携，校外連携を図り，それぞれの児童の成

長を支援するサポート体制づくりを行うことを通

して，校内での教育相談の推進を展開しようと試

みた実践である。

事例を見ると，校内連携では問題に応じて教育

相談係が 生徒指導主事 前担任 指導担当者 教， ， ， （

務主任 ，障害児学級担任，養護教諭等，だれか）

とチームを組みながら，複数で対応の手だてを考

え，問題を抱える学級担任を援助していることが

分かる。この複数人数での対応の手だての話し合
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， ，いは それぞれの心理的負担を軽減するとともに

手だてに変更の必要が生じた場合，柔軟な対応を

可能にすると言われている。

対応の手だて 働き掛け を考える際 石隈 1（ ） ， （

999）は 「子どもがどのようなサポートを求めて，

いるかや活用できる自助資源・援助資源について

アセスメントを行い，適切なサポートを計画する

ことである」 と述べている。この事例では，本4)

人や保護者には情緒的サポートをベースにしなが

ら，問題に応じて情報的サポート，道具的サポー

ト，評価的サポートが適切に組み込まれている。

また，校外連携が必要となった場合は，問題に

応じた適切な連携先を選定し，窓口となる担当者

（事例では学校長）を決めて，連絡系統や指導方

針の一本化を図っている。

小学校では，教育相談係を担当する教員の多く

が学級担任であることが多いので，この実践のよ

うに，問題に応じて臨機応変に柔軟な考え方で，

サポートチームを組んだり，役割分担をしていく

ことが必要になってくると思われる。

Ⅴ 研究のまとめ－提言－

本研究では，調査研究と実践研究から，小学校に

おいて教育相談を推進するための方策を探ってきた

が，次のような方策と視点が必要ではないかと考え

る。

１ （方策）推進のためのねらいの明確化及びその

ための取り組みの焦点化

教育相談係の役割は多岐にわたるとともに，教

育相談係としての指導，援助の範囲や方法もまた

広範囲で多岐にわたっている。一度にすべて取り

組むのは無理なことである。今回，それぞれの実

践校で教育相談の推進に効果が感じられたのは，

推進に当たってのねらいを明確にし，学校の教育

相談の現状に照らした上で，取り組みの内容を焦

点化して実践したからである。

そして，教育相談係が中心となったその実践が

教育相談の必要性を高める意識につながり，校内

で連携を深めていく土台となっていると考えられ

る。そのような取り組みを企画・提案する際，次

のような視点が大切になってくる。

２ （視点１）校内での児童理解，人間関係づくり

を一層促進する具体的内容であること

調査からも教員が「児童相互，教師と児童の人

間関係づくり」に関する具体的な技術や方法を指

導，援助してくれる存在を望んでいることが分か

る。特に，実践事例Ａ小学校・Ｂ小学校の教育相

談係は，その要望や期待に的確にこたえている。

また，その際，実践に見られるように校内の教職

員に体験的に味わってもらう取り組みや実践に向

けての教職員の不安を軽減する取り組みが段階的

に計画されることが大切である。

３ （視点２）学級担任への支援・援助の方法や内

容が明確に打ち出されていること

教育相談が児童生徒の発達援助と自己実現の視

点に基づくのはもちろんであるが，教職員が教育

相談係に一番に期待していることは，そのための

「担任への支援・援助」である。今回の実践から

は，次の３点が示唆されている。

１点目は，各学級担任のニーズを聞き取り等で

把握し，役割を分担しながら複数で児童や保護者

。 ，にかかわることを大切にすることである そして

取り組み後に話し合いの機会を持ち，それぞれの

思いを分かち合うことである。

２点目は，教育相談係が支援者としてかかわる

際，受容的なかかわり，肯定的なかかわり，自己

。 ，開示的なかかわりを大切にすることである 特に

担任に対してのコンサルテーションが求められて

いる。また，このようなかかわりが，同時に教育

相談への理解を深めるきっかけになると考えられ

る。

３点目は，教育相談係が複数人数のサポート体

制をコーディネートとすることが求められてい

る。その際，実践事例の示すとおり，支援チーム

で対応の手だてを考えたり，役割分担を行ったり

して，学級担任の心理的負担を軽減することはも

ちろんのことであるが，問題に応じて臨機応変に

機能的と思われるメンバーの支援チームを組織す

る柔軟性が必要である。

Ⅵ おわりに

不登校やいじめ問題，暴力行為，非行など学校現

場における課題は複雑で多様化，深刻化の様相を呈
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している。学校教育に携わる私たちにとって，それ

， 。は心の痛む問題であり 大変危惧するところである
ぐ

学校，そして学級というところは，児童生徒一人

， ，一人が自分のよさを見いだし 自己存在感を実感し

自己実現の喜びを達成できる「心の居場所」でなく

てはならないという思いから，平成12年に「心の居

場所のある学級づくりに関する研究－小学校での取

り組みを中心に－」を刊行した。

しかし，学校の中で，一人一人の先生方の中で，

生徒指導，教育相談が充分に機能してこそ，学校，

そして学級がそのような「心の居場所」と成り得る

という思いに至った。子どもたちが生き生きと学び

を楽しむことができる学校づくり，学級づくりのた

めにも，生徒指導，教育相談を推進していくことが

必要だと感じ，本研究ではその方策を探ってみた。

今回，教育相談を推進する教育相談担当者の先生

方への提言が中心となった感があるが，この研究の

中から子どもたちが楽しく安心して生き生きと過ご

し，学んでいける学校づくりのための教育相談の推

進の手掛かりを，一人一人の先生方がそれぞれの立

場から見付けていただければ幸いある。

最後に，本研究を進めるに当たり，貴重な御意見

をいただいた協力委員の先生方，また調査や実践を

快くお引き受けくださった学校や先生方に対し，心

から感謝申し上げる。

※ 本文中の個別事例は，内容の本質を損ねない程度に改

変しており，特定の個人や学級を指すものではないが，

取り扱いには十分御留意をお願いいたします。
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(巻末資料)

校内における教育相談活動に関するアンケート調査

◆お願い
このアンケート調査は，児童がよりよい学校生活を送るために，小学校における教育相談の推進や連携の方策を探る研究の
資料とするものです。日ごろから学校で感じておられることやあなたのお考えをお聞かせください。お忙しいところ恐れ入り
ますが，ご協力をお願いします。
なお，アンケートは研究目的以外に用いることはありませんので，個人のプライバシーが漏れることはありません。

なお，ここで言う教育相談とは 「個人の持つ悩みや問題への解決として，個別の面接相談だけでなく，適応に関する，
全体への援助，また，開発的・予防的な側面での個や全体への支援・援助」と考えてください。

◆提出方法
ご記入の後，学校でこのアンケート調査のお世話をしてくださる先生に提出してください。
◆記入の仕方
次の問いについて，それぞれの選択肢の番号の中で当てはまるものを選んで，番号に○印を付けてください。文章での記述
が必要な箇所は，文章で答えてください。

問１ あなたの年代は
１．２０歳代 ２．３０歳代 ３．４０歳代 ４．５０歳代

問２ あなたの教育相談に関する研修体験について教えてください。
(1) あなたは，岡山県教育センターや自主サークルなど，校外で教育相談に関する研修を受けたことがありますか。
１．はい（問２ (2)へ） ２．いいえ（問３へ）
(2) 教育相談に関する研修はどの程度されましたか。
１．１回（日） ２．２～３回（日） ３．３～６回（日） ４．７回（日）以上

問３ あなたは 「教育相談」と聞くと，まずどんなことをイメージされますか。２つまで選んでください。，
１．児童や保護者との個別の面接相談（カウンセリング）
２．定期教育相談（児童全員を対象として，日時を設定して計画的に行う教育相談）
３．心理検査や性格検査
４．いろいろな方法での児童理解
５．児童と教師の人間関係づくりの諸活動
６．児童相互の人間関係を促進する諸活動
７．遊戯療法や箱庭療法といった，心理療法
８．その他（ ）

※ 問４～９は，教育相談の担当の方のみ回答ください。
問４ あなたの学校の規模を教えてください。
１．６学級以下 ２．７～１８学級 ３．１９学級以上

問５ あなたの学校の教育相談にかかわる校内の分掌や組織・体制について教えてください。
(1) あなたの学校では，教育相談の担当が校務分掌の中のどこに位置付けられていますか。
１．独立している ２．生徒指導部の中に
３．位置付けはない（問５ (4)へ） ４．その他（ ）
(2) あなたの学校では，校務分掌における教育相談の担当は何人いますか。
１．１人 ２．２～３人 ３．その他（ ）
(3) あなたの学校では，養護教諭は教育相談の担当に含まれていますか。
１．はい ２．いいえ
(4) あなたの学校には，教育相談の年間計画がありますか。
１．はい ２．いいえ
問６ あなたの学校の定期教育相談（児童全員を対象として，日時を設定して計画的に行う教育相談）について教えてくださ
い。

(1) あなたの学校では定期教育相談を実施していますか。
１．はい ２．いいえ（下にご回答の上，問７へ）
実施していない場合，その主な理由を選んでください。
１．随時，必要に応じて実施しているから
２．時間を設定するのが難しいので
３．必要を感じないので（その理由 ）
４．方法がよく分からないから
５．考えたことがない
６．その他（ ）
(2) 定期教育相談は，年間何回実施していますか。
１．年１回 ２．年２回 ３．年３回 ４．年４回
５．毎月１回程度 ６．その他（ ）
(3) 定期教育相談で，児童一人当たりの時間は，１回につきおおむねどのくらいですか。
１．１０分程度 ２．１５分程度 ３．２０分程度 ４．３０分程度
５．その他（ ）
(4) 定期教育相談の時間の確保は，どのようにしていますか。
１ 「学校裁量の時間」等の一部を充てている．
２．授業を短縮するなどして，時間を生み出している
３．時程は変更せず，休憩時間・放課後等で実施している
４．その他（ ）
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問７ あなたの学校の教育相談にかかわる校内研修について教えてください。
(1) 校内で，教育相談にかかわる研修会や事例検討会を実施していますか。
１．はい ２．いいえ（問７の(4) へ）
(2) 年間，どのくらい実施しますか。
１．１回 ２．２回 ３．３回 ４．４回以上
(3) 校内研修の内容は，どのようなものですか （複数回答可）。
１．校内講師による講義・講話 （内容 ）
２．外部講師による講義・講話 （内容 ）
３．校内講師による演習や体験的研修（内容 ）
４．外部講師による演習や体験的研修（内容 ）
５．職員だけでの事例検討会
６．外部講師を招いての事例検討会
７．その他（ ）
(4) 今後，どのような校内研修が必要だと思いますか。
１．校内講師による講義・講話
２．外部講師による講義・講話
３．校内講師による演習や体験的研修
４．外部講師による演習や体験的研修
５．職員だけでの事例検討会
６．外部講師を招いての事例検討会
７．その他（ ）

問８ あなたの学校では，教育相談の担当はどのような活動をしていますか （複数回答可）。
１．児童，保護者との面接相談
２．学級担任の教育相談に関する問題への支援・援助
３．教育相談活動計画の作成
４．教育相談にかかわる研修・研究の企画と運営
５．児童理解のための諸検査・心理検査等の紹介，実施の支援
６．関係機関との連絡・調整
７．問題にかかわる校内の連携組織のとりまとめ，連絡・調整
８．教育相談にかかわる広報活動
９．教育相談にかかわるやや専門的な知識や技術・方法の伝達
10．その他（ ）
問９ あなたの学校の教育相談室について教えてください。
(1) 学校に専用の教育相談室がありますか。
１．ある【部屋数 室 （問９の (4)へ） ２．ない（問９の (2)へ）】
(2) 専用の教育相談室がないことで支障がありますか。
１．ある（問９ (3)へ ） ２．ない（問10へ）
(3) どんな支障がありますか （複数回答可）。
１．相談の時期（チャンス）を失う ２．相談の際，落ち着いた雰囲気ができにくい
３．プライバシーが保たれない ４．気軽に相談できにくい
５．その他（ ）
(4) どのような相談室ですか。
１．空き教室をそのまま利用している
２．空き教室を改造して利用している
３．保健室の一部を仕切って相談室にして利用している
４．保健室や職員室の近くの部屋を相談室として作り直した
５．初めから相談室として設計された部屋がある
６．その他（ ）

※ ここからは，全員の方が回答ください。
問10 あなたは，教育相談の担当には，どのような活動に力点を置いてほしいと思いますか。主なものを２つ以内で選んでく
ださい。
１．児童，保護者との面接相談
２．学級担任の教育相談に関する問題への支援・援助
３．教育相談活動計画の作成
４．教育相談にかかわる研修・研究の企画と運営
５．児童理解のための諸検査・心理検査等の紹介，実施の支援
６．関係機関との連絡・調整
７．問題にかかわる校内の連携組織のとりまとめ，連絡・調整
８．教育相談にかかわる広報活動
９．教育相談にかかわるやや専門的な知識や技術・方法の伝達
10．その他（ ）
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問11 あなたが日ごろ行う教育相談の内容で多いものを３つ以内で選んでください。
１．いじめ問題 ２．不登校 ３．交友関係 ４．学習関係
５．家庭の問題 ６．健康・発達の問題 ７．性格・行動上の問題 ８．就学に関して
９．非行問題 10．心理検査 11．児童同士の人間関係づくりの活動
12．教師と児童の関係づくりの活動 13．人とかかわる際の技能の練習
14．日常的な声掛け，言葉掛け 15．児童理解のための観察
16．その他（ ）

問12 教育相談にかかわることで，校内での連携について教えてください。
(1) 教育相談にかかわることで，校内で連携をとっていますか。
１．はい ２．事例に応じて ３．とっていない（問12の (4)へ）
(2) 校内で教育相談の担当と連携を取って対応することが多いもの３つ以内で選んでください。
１．いじめ問題 ２．不登校 ３．交友関係 ４．学習関係
５．家庭の問題 ６．健康・発達の問題 ７．性格・行動上の問題 ８．就学に関して
９．非行問題 10．心理検査 11．児童同士の人間関係づくりの活動
12．教師と児童の関係づくりの活動 13．人とかかわる際の技能の練習
14．日常的な声掛け，言葉掛け 15．児童理解のための観察
16．その他（ ）
(3) 校内で教育相談の担当と連携を取って，効果があったと思うものを３つ以内で選んでください。
１．いじめ問題 ２．不登校 ３．交友関係 ４．学習関係
５．家庭の問題 ６．健康・発達の問題 ７．性格・行動上の問題 ８．就学に関して
９．非行問題 10．心理検査 11．児童同士の人間関係づくりの活動
12．教師と児童の関係づくりの活動 13．人とかかわる際の技能の練習
14．日常的な声掛け，言葉掛け 15．児童理解のための観察
16．その他（ ）
(4) あなたにとって，教育相談の担当が連携の中心となり，校内の連携を大切にして対応してほしてものを３つ以内で選んで
ください。
１．いじめ問題 ２．不登校 ３．交友関係 ４．学習関係
５．家庭の問題 ６．健康・発達の問題 ７．性格・行動上の問題 ８．就学に関して
９．非行問題 10．心理検査 11．児童同士の人間関係づくりの活動
12．教師と児童の関係づくりの活動 13．人とかかわる際の技能の練習
14．日常的な声掛け，言葉掛け 15．児童理解のための観察
16．その他（ ）

問13 あなたが教育相談を進めようとするとき，特に問題だと感じたり困難だと思ったりするのはどんなことですか。３つ以
内で選んでください。
１．教育相談の専門的な知識や技能，方法について学ぶ機会が少ない
２．教育相談推進の体制や実施するための計画が作られていない
３．時間や場所など物理的条件が整っていない
４．関係の教職員，保護者，専門関係機関との連携が取りにくい
５．家庭の問題やプライバシーかかわる問題等複雑で対応が難しい
６．児童の問題行動が学校教育の限界を越えていることが多い
７．児童，保護者が相談等を必要としない傾向がある
８．指導や対応が評価されたり，批判されたりしないか心配である
９．その他（ ）

問14 岡山県教育センターの教育相談部では，次のような４つの事業を行っています。
・共同研究や個人研究などでの教育相談に関する調査研究
・教育相談に関する研修講座の開催
・児童生徒，保護者，教職員を対象とした面接・電話相談
・教育相談に関する教育情報の収集・蓄積・発信
岡山県教育センターの教育相談部へ望まれることについて，ご意見やご要望を教えてください。

調 査 研 究 の
内容等について

研 修 講 座 の
内容等について

面 接 相 談 等
に つ い て

情 報 提 供
に つ い て

お忙しい中，御協力ありがとうございました。


